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（農水省）
○ 家畜衛生対策

・ 伝染病予防対策、BSE対策、鳥インフルエン
ザ対策

○ 農作物の病害虫の侵入・まん延防止対策
○ 農薬の適正使用・管理
○ 飼料・飼料添加物、動物用医薬品の適正
使用・管理

○ 有害化学物質への対策
○ 有害微生物への対策
○ 遺伝子組換生物に関するリスク管理
○ HACCPの導入 等

（厚労省）
○ 食品衛生規制 等

・ 食中毒対策
・ BSE対策
・ 食肉・食鳥対策
・ 食品添加物対策
・ 食品中の残留農薬等対策
・ 食品中の化学物質対策
・ 器具・容器包装対策
・ 遺伝子組換え食品対策

水
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（食品安全委員会・厚労省・農水省等）
○ 関係行政機関、消費者、産業界等の関係者相互間における情報及び
意見の交換

（食品安全委員会）
○ 食品中に含まれるハザードを摂取することによって、どのような
健康への悪影響が、どのような確率で起き得るかを科学的に評価
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リスクコミュニケーション

○ 家畜の伝染性疾病の国内への侵入防止

（対象）
動物、その死体又は骨肉卵毛類、わら及び乾草並びに容器包装

（内容）
・ 動物：対象動物を一定期間の係留検査
・ 畜産物：すべての畜産物の書類及び現物検査（必要に応じ精密検査も実施）

○ 輸入食品の安全性確保

（対象）
販売・営業上の使用を目的とする食品、添加物、器具・容器包装等

（内容）
モニタリング検査、モニタリング検査以外の行政検査、命令検査、指導検査

動物検疫（農水省）

輸入食品検査（厚労省）

○ 植物に有害な病害虫の国内への侵入防止

（対象）
植物及び容器包装

（内容）
輸入されるすべての植物について書類及び現物検査

植物検疫（農水省）

○ 水産動物の伝染性疾病の国内への侵入防止

（対象）
水産動物及びその容器包装

（内容）
命令に基づく管理・検査

水産動物検疫（農水省）

（ 主 な 行 政 施 策 ）

食の安全の確保のための行政施策資料１

－1－

（注） 厚生労働省及び農林水産省の資料に基づき、当省が作成した。



資料２

検査不要書類審査

動物検疫（家畜伝染病予防法）

「輸入検査申請書」 提出
（添付：輸出国の検査証明書 等）

動物検疫所（農水省） 全国30か所
（注３）

家畜防疫官 326人
（注４）

※家畜の伝染性疾病の病原体を広げるおそれの有無を検査

輸入食品等検査（食品衛生法）

「食品等輸入届出書」 提出
［必要に応じ添付：衛生証明書、試験検査成績書（輸出国公的検査機関又は大臣登録機関）］

輸入食品届出窓口設置検疫所（厚労省） 全国28か所
食品衛生監視員314人（注４）

※食品衛生法が定める衛生基準の適合状況を検査

植物検疫（植物防疫法）

「植物、輸入禁止品等輸入植物検査申請書」提出
（添付：輸出国の植物検査証明書等）

植物防疫所（農水省） 全国77か所（注３）
植物防疫官 859人（注４）

輸入農畜水産物の検査の流れ

植物（野菜・果物・穀類・豆類等）

※ 植物検疫の輸入検査と輸入食品等検査を受検（注２）

動物検疫及び植物検疫の対象となる品目以外の食品
（魚介類、その他の加工品等）

※ 輸入食品等検査を受検

輸 入 検 査
・書類検査

物検査

畜産物（牛肉・豚肉・鶏肉・ハム・ソーセージ等）

※ 動物検疫の輸入検査と輸入食品等検査を受検（注２）

要検査
輸 入 検 査

・書類検査
物検査

※ 輸入禁止品に該当しないか、検疫有害動植物が付着し
ていないかについて検査

－２－

（注） １ 厚生労働省及び農林水産省の資料に基づき、当省が作成した。

２ 畜産物及び植物であっても、食品以外の用途で輸入されるものについては、輸入食品等検査の対象とはならない。

３ 動物検疫所及び植物防疫所の数は、本所（那覇植物防疫事務所を含む。）、支所、出張所、分室及び駐在の合計。輸入食品届出窓口設置検疫所は、本所（分室、第二課を含む。）及び支所（分室を含む。）の合計

４ 家畜防疫官、植物防疫官及び食品衛生監視員は平成18年度末定員

モニタリング検査
以外の行政検査 モニタリング検査

不合格

輸入許可後、市場へ

合格

税関に輸入申告。税関は、動物検疫・植物検疫・輸入食品検査の合格及び関税等の納付を確認

不合格

食用以外に転用

合格積み戻し 廃棄 消毒消毒 合格

不合格

焼却返送

積み戻し

命令検査

廃棄

指導検査

・現物検査
・精密検査（必要に応じ）

・現物検査

－２－



資料３                    輸入畜産物検疫の実施状況 

（単位：件、トン、％） 

区分 

 

年 

検査件数 不合格件数 検査数量 不合格数量 

ギャベージ

以外 
ギャベージ 計 

ギャベー

ジ以外 

 

ギャベージ 計 
 

ギャベージ

以外 

ギャベー

ジ 
計 

ギャベ

ージ以

外 

 
ギャベ

ージ 計 
 

不合 

格率 

不合 

格率 
不合

格率

不合

格率 

平成 10 340,485 104,496 444,981 22,326 6.6 104,496 126,822 28.5 2,755,219  13,409 2,768,628 478 0.02 13,409 13,887 0.50  

  14 312,496 102,552 415,048 28,278 9.0 102,552 130,830 31.5 3,560,528 10,462 3,570,990 5,169 0.15 10,462 15,631 0.44  

  15 315,225 109,409 424,634 31,711 10.1 109,409 141,120 33.2 3,750,942 12,962 3,763,904 9,550 0.25 12,962 22,512 0.60  

  16 258,711 120,666 379,377 39,145 15.1 120,666 159,811 42.1 3,452,401 14,081 3,466,482 22,315 0.65 14,081 36,396 1.05  

  17 279,115 140,466 419,581 38,013 13.6 140,466 178,479 42.5 3,667,970 14,726 3,682,696 2,943 0.08 14,726 17,669 0.48  

  18 268,217 152,474 420,691 43,229 16.1 152,474 195,703 46.5 3,561,598 14,796 3,576,393 2,403 0.07 14,796 17,199 0.48  

 （注）１ 「動物検疫年報」（農林水産省動物検疫所作成）に基づき、当省が作成した。 

    ２ 「ギャベージ以外」は、肉類、臓器類、骨類、卵類、ミール類、毛類、皮類、動物性加工たん白、その他畜産物、その他のもの及び

稲わら等から成る。 

    ２ ギャベージは、機内食の残飯等であり、すべて焼却処分されている。 

    ３ 「不合格率」は、検査件数又は数量に対する不合格件数又は数量の割合である。また、検査件数の不合格率は小数点第２位を、検査

数量の不合格率は小数点第３位をそれぞれ四捨五入した。 

     

 

 

 

 

－３－ 



資料４                       輸入植物検疫の実施状況 

（単位：件、％） 

   区分 

年 

貨    物 

携帯品検査件数 郵便物検査件数 検査件数計 
検査件数 消毒件数

 
廃棄件数 

 

消毒率 廃棄率 

平成 10 605,143 69,610 11.5 5,220 0.9 461,160 92,739 1,159,042 

  14 725,302 70,782 9.8 6,649 0.9 400,162 101,628 1,227,092 

  15 730,939 72,887 10.0 6,478 0.9 361,924 105,092 1,197,955 

  16 801,238 74,950 9.4 7,470 0.9 381,459 98,631 1,281,328 

  17 802,911 59,887 7.5 7,236 0.9 338,792 88,153 1,229,856 

  18 761,491 56,794 7.5 6,455 0.8 292,842 86,710 1,141,043 

  （注）１ 「植物検疫統計」（農林水産省作成）に基づき、当省が作成した。 

     ２ 本表に計上した植物は植物検疫の輸入検査の対象となった植物であり、栽植用植物、栽植用球根、栽植用種子、生果実、野菜、穀

類、豆類、嗜好食品・薬染料その他食品、油料・肥飼料その他雑品、木材、切花及びその他の品目（バイオテクノロジー（組織培養

体及び人工種子）など）を含む。 

     ２ 「消毒率」は、検査件数に対する消毒件数の割合 

     ３ 「廃棄率」は、検査件数に対する廃棄件数の割合 
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資料５                     輸入食品等検査の実施状況 

（単位：件、千トン、％） 

  区分 

年 
輸入届出件数 輸入重量 検査件数 検査率 違反件数 違反率 

平成 10 1,276,994 29,150 104,918 8．2 881 0．84

  14 1,618,880 33,202 136,087 8．4 972 0．71

  15 1,683,176 34,162 170,872 10．2 1,430 0．84

  16 1,791,224 34,270 188,904 10．5 1,143 0．61

  17 1,864,412 33,782 189,362 10．2 935 0．49

  18 1,859,281 34,096 198,936 10．7 1,530 0．77

（注）１ 「平成 18 年輸入食品監視統計」（厚生労働省医薬食品局食品安全部作成）に基づき、 

当省が作成した。 

             ２ 「検査件数」は、モニタリング検査、モニタリング検査以外の行政検査、指導検査、 

命令検査及び外国公的機関による検査件数の合計値（複数の検査を重複して受検して 

いる場合は実数で計上） 

             ３ 「検査率」は、輸入届出件数に対する検査件数の割合 

４ 「違反率」は、検査件数に対する違反件数の割合 

 
 

－５－ 

 




